
下妻市省エネ家電製品買換え促進補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、エネルギー価格の高騰に伴う電気料金の負担の軽減を図るとともに、

温室効果ガスの排出の抑制による地球温暖化対策を推進するため、省エネ家電製品へ買

換えをする市民に対し、予算の範囲内において下妻市省エネ家電製品買換え促進補助金

（以下「補助金」という。）を交付することについて、下妻市補助金等交付規則（昭和５

１年下妻市規則第１７号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

(1) 統一省エネラベル エネルギー消費機器の小売の事業を行う者その他その事業活

動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができ

る事業者が取り組むべき措置（平成１８年経済産業省告示第２５８号）の規定により

算出される多段階評価点その他の事項に係る同告示に定める様式による表示をいう。

(2) 省エネ家電製品 統一省エネラベルの多段階評価点において、星２つ以上の評価で

ある冷蔵庫又はエアコンをいう。

(3) 省エネ家電製品買換え促進補助金交付券 市長が補助金の交付を決定した申請者

に対し交付する券で、登録店舗において省エネ家電製品を購入する場合に使用するこ

とができるものをいう（以下「補助金交付券」という。）。

(4) 登録店舗 実店舗を有し、市に補助金に係る補助金交付券の取扱いに関する登録を

行った事業者の店舗をいう。

（補助対象者）

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、次に

掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づく本市の住民基本台帳に記録さ

れている者であること。

(2) 補助対象者及び当該者と同一世帯に属する者が、市税等を滞納していないこと。

(3) 補助対象者及び当該者と同一世帯に属する者が、本要綱に基づく補助金の交付を受

けていないこと。

（補助対象事業）



第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次に掲げ

る要件の全てを満たすものとする。

(1) 補助対象者が居住する市内の住宅（店舗併用住宅にあっては住宅部分に限る。）に

設置された既存の冷蔵庫又はエアコン１台を撤去し、これに代えて新品かつ未使用の

省エネ家電製品１台を当該住宅に設置するものであること。

(2) 登録店舗において省エネ家電製品を購入すること。

(3) 省エネ家電製品の本体、附属品及び設置に係る工事に要する費用（消費税及び地方

消費税の額を含む。）の合計額（補助金交付券使用前の実支払額）が８万円以上であ

ること。

(4) 事前に第６条の規定による申請を行い、第７条第２項の規定による補助金の交付の

決定及び補助金交付券の交付を受けた後に省エネ家電製品に係る契約及び購入を行う

こと。

(5) 国、県その他の公的機関が実施する他の同一の補助制度による補助金等の交付を受

けていないこと。ただし、市長が特に認める場合を除く。

（補助金の額等）

第５条 補助金の額は、補助対象事業１件につき３万円とする。

２ 補助金の申請は、１世帯につき省エネ家電製品いずれか１台に限って行うことができ

るものとする。

（交付の申請）

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、省エネ家電製

品買換え促進補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出

しなければならない。

(1) 買換え前の冷蔵庫又はエアコンが設置されている状況が確認できる写真及び当該

冷蔵庫又はエアコンに貼られているメーカー名、型番、製造年等が記載されているス

テッカーの写真

(2) その他市長が必要と認める書類

（補助金の交付の決定等）

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交

付の可否を決定するものとする。



２ 市長は、補助金の交付を決定したときは、省エネ家電製品買換え促進補助金交付決定

通知書（様式第２号）により申請者に通知するとともに、補助金交付券（様式第３号）

を交付するものとする。

３ 市長は、補助金の不交付を決定したときは、省エネ家電製品買換え促進補助金不交付

決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。

４ 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付に関し条件を付することができる。

（購入方法等）

第８条 前条第２項の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」と

いう。）は、登録店舗に補助金交付券を提出し、省エネ家電製品の購入に係る代金から

補助金交付券に記載された補助金額を差し引いた金額を支払うものとする。

２ 補助金交付券は、交付決定者本人に限り使用することができるものとし、譲渡、転売

等をしてはならない。

３ 補助金交付券の有効期限は、市長が別に定める期日までとする。

（登録店舗からの請求）

第９条 登録店舗は、補助金の交付に係る省エネ家電製品を設置したときは、当該設置を

行った月の末日までに受け取った補助金交付券を取りまとめ、翌月５日までに省エネ家

電製品登録店舗実績報告書兼請求書（様式第５号）に次に掲げる書類を添付して、市長

に設置の実績を報告するとともに受け取った補助金交付券の換金を請求するものとする。

(1) 使用済み補助金交付券

(2) 省エネ家電製品の購入及び設置証明書（様式第６号）

(3) 特定家庭用機器再商品化法（平成１０年法律第９７号）第４３条に規定する特定家

庭用機器廃棄物管理票に記載されているお問合せ管理票番号が分かるもの

(4) その他市長が必要と認める書類

（登録店舗への支払）

第１０条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認

めるときは、速やかに当該登録店舗に対し補助金交付券に記載された補助金額に相当す

る金額を支払うものとする。

（処分の制限）



第１１条 交付決定者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令

第１５号）で定める法定耐用年数の期間内において、その決定に係る省エネ家電製品を

市長の承認を得ずに売却、譲渡、交換、貸与その他の処分を行ってはならない。

（補助金の交付決定の取消し等）

第１２条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金

の交付の決定を取り消し、又は補助金交付券を無効とすることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金交付券の交付を受け

たとき。

(2) この要綱又は補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前２号に掲げる場合のほか、市長の指示に従わなかったとき。

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、省エネ家電製品

買換え促進補助金交付決定取消通知書（様式第７号）により交付決定者に通知するもの

とする。

３ 市長は、第１項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、交付決

定者が第８条第１項に規定する方法により既に省エネ家電製品を購入しているときは、

当該者に対し省エネ家電製品買換え促進補助金返還命令書（様式第８号）により期限を

定めてその返還を命ずるものとする。

（登録店舗の登録）

第１３条 登録店舗の登録を受けようとする事業者は、省エネ家電製品買換え促進補助金

登録店舗登録申請書（様式第９号）を市長に提出しなければならない。

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めると

きは、当該事業者を登録店舗として登録し、省エネ家電製品買換え促進補助金登録店舗

登録通知書（様式第１０号）により当該事業者に通知するものとする。

（登録店舗の登録の取消し等）

第１４条 市長は、登録店舗が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録

を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により登録店舗の登録を受け、又は補助金交付券を取得した

とき。

(2) この要綱に基づく事務の遂行に著しい支障を生じさせたとき。

(3) その他登録を継続することが不適当と認められるとき。



２ 市長は、前項の規定により登録店舗の登録を取り消したときは、省エネ家電製品買換

え促進補助金登録店舗登録取消通知書（様式第１１号）により当該登録店舗に通知する

ものとする。

３ 市長は、第１項の規定により登録店舗の登録を取り消した場合において、登録店舗が

第１０条の規定により既に補助金交付券に記載された補助金額に相当する金額の支払を

受けたときは、当該登録店舗に対し省エネ家電製品買換え促進補助金返還命令書により

期限を定めてその返還を命ずるものとする。

（補則）

第１５条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付及び補助金交付券の取扱いに関し

必要な事項は、市長が別に定める。

付 則

（施行期日）

１ この告示は、令和８年４月１日から施行する。

（この告示の失効）

２ この告示は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、第１１条、第１２

条及び第１４条の規定については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。


